
 
事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 都道府県 

各 指定都市 生活保護担当課 御中 

 中 核 市               

 

厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室 

   

 

 

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う検査に係る 

生活保護における取扱いについて 

 

 

今般、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）について、今後、新型コロナウ

イルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「COVID-19（新型コロ

ナウイルス）核酸検出」（以下、PCR検査という）が保険適用されました。これを

踏まえ、当省健康局結核感染症課が「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に

伴う行政検査の取扱いについて」（健感発 0304第５号令和２年３月４日付健康局

結核感染症課長通知。以下、結核感染症課長通知という。）を発出し、患者の費用

負担等に関する取扱いを定めておりますが、生活保護制度における取扱いについ

て下記のとおりとりまとめましたので、御了知の上、管下福祉事務所へご周知い

ただけますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．概要 

 PCR検査については、今般保険適用されたことにより、医療扶助においても給付

の対象となる。 

 

２．費用負担 

 結核感染症課長通知において、検査に要する費用の一部が患者へ支給される仕組

みが定められているが、この補助事業は、PCR 検査が保険適用になることに伴い、

新たに患者に発生する自己負担分を軽減することが趣旨であることから、被保護者

は対象とされていない。 

 したがって、被保護者が PCR検査を受けた際の費用は、全額が医療扶助による給

付となること。 



 
 

３．医療扶助の決定に係る事務手続き 

 PCR検査は、医師の医学的判断により、新型コロナウイルス感染症の患者である

ことが疑われる者に対し、当面の間、感染症指定医療機関、それ以外の医療機関で

感染症法第 19条又は第 20条に基づき入院患者が入院している医療機関、帰国者・

接触者外来の窓口を有する医療機関及び帰国者・接触者外来の窓口と同様の機能を

有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関（以下、「感染症指定医療機関

等」という。）において保険適用として実施されることとなっている。 

 このため、既に明白に必要性が認められていることから、医療要否意見書及び移

送に係る給付要否意見書の発行に係る事務手続きは省略できることとする。 

 なお、医療券の交付に際して、被保護者本人に交付することが困難な場合は、「生

活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和 36 年９月 30 日社発第 727 号厚

生省社会局長通知。以下、医療扶助運営要領という。）第３－２－(5)－オで示して

いるとおり、医療機関へ直接交付して差し支えないので、申し添える。 

 

４．非指定医療機関で検査を受ける場合 

 被保護者がやむを得ない理由により、生活保護法第 49 条による指定を受けてい

ない感染症指定医療機関等で検査を受ける場合であっても、例外的に医療扶助の給

付を行うことができることとする。 

  

 

【照会先】厚生労働省 社会・援護局  

保護課保護事業室 医療係 

担当 千葉、椎野 

電話 03-5253-1111（内線 2829） 

直通 03-3595-2613 

FAX  03-3592-5934 



 

 

健感発０３０４第５号 

令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

  都 道 府 県  

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

  特 別 区  

 

厚生労働省健康局結核感染症課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて 

 

 今般、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）について、今後、新型コロナウ

イルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2（新型

コロナウイルス）核酸検出」が保険適用される。これを踏まえ、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。以下「感

染症法」という。）に基づく行政検査の取扱いについて下記のとおりとりまとめ

ましたので、十分御了知の上、その取扱いに遺漏のないようにされたい。なお、

この取扱いは、保険局医療課にも協議済みであること申し添える。 

 

記 

 

（１）行政検査の委託 

 ○ 現在、新型コロナウイルス感染症については、行政検査として行っている

PCR検査でなければ、感染が疑われる者が新型コロナウイルスを保有してい

るか確認できず、当該検査でウイルスを保有していると確認され感染者と

判明した場合には、新型コロナウイルス感染症のまん延防止及び本人に対

する治療の観点から、都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長の判断で

感染症法に基づく入院勧告等を行うこととしている。 

   したがって、新型コロナウイルス感染症にかかる PCR 検査は、新型コロ

ナウイルス感染症のまん延防止に加えて、本人に対する感染症の治療へ繋

げる観点から行われているところである。 

○ 今般、PCR検査に保険適用されるが、現在のところ、医師の判断により診

療の一環として行われ、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等にお

いて実施する保険適用される検査については、前述の行政検査と同様の観点



 

 

を有することから、同検査を実施する医療機関に対して、都道府県等から行

政検査を委託しているものと取り扱い、当該検査費用の負担を本人に求めな

いこととする。 

 

（２）具体的な事務の概要 

①事務の流れ 

○ 感染症指定医療機関、それ以外の医療機関で感染症法第 19 条又は第 20

条に基づき入院患者が入院している医療機関、帰国者・接触者外来及び帰

国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認め

た医療機関（以下「感染症指定医療機関等」という。）と都道府県、保健所

設置市又は特別区（以下「都道府県等」という。）において、感染症法第 15

条に基づく調査（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出にかかる診

療報酬の算定要件に該当する場合に限る。）に関する委託契約を締結する。

なお、契約が３月６日より後となった場合であっても、３月６日以降行っ

た診療分から適用する。 

（別添「感染症法第 15条に基づく調査に関する事務契約書（案）」参照 

○ 感染症指定医療機関等が PCR検査を実施。感染症指定医療機関等は、診

療に係る自己負担額を受診者から徴収する際、PCR検査料（「SARS-CoV-2（新

型コロナウイルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物的検査判

断料（初再診料などは含まない。）にかかる自己負担に相当する金額として、

以下②に定める都道府県等が医療機関に対して支払う金額分を受診者に支

給する。（受診者の負担と相殺することも差し支えない。） 

○ 感染症指定医療機関等は上記で受診者に支給した金額を毎月、都道府県

等へ請求する。その際、費用の積算などの必要な資料をあわせて提出する。 

○ 都道府県等は請求に基づき、感染症指定医療機関等へ支払う。 

〇 感染症指定医療機関等は、本契約に基づき実施した検査の結果について

その結果を問わず、速やかに所管の保健所に報告する。 

 

② 対象者及び検査一回当たりの金額 

以下に定める受診者の区分に応じて検査一回当たりの金額を以下の通り定

める。 

区分 対象者 金額 

Ａ ・６歳から（義務教育就学前）70歳までの者 

・70歳以上の者のうち、現役並みの所得（標準

報酬月額 28 万円以上又は課税所得 145 万円

以上）を有する者 

（１）5,850円 

（２）4,500円 



 

 

（医療保険 3割負担相当の人） 

Ｂ ・６歳未満（義務教育就学前）の者 

・70歳から 75歳までの者 

（医療保険 2割負担相当の人） 

（１）3,900円 

（２）3,000円 

Ｃ ・75歳以上の者 

（医療保険 1割負担相当の人） 

（１）1,950円 

（２）1,500円 

  ※（１）は検体採取を行った指定感染症医療機関等以外の施設へ輸送し検査

を実施した場合、（２）はそれ以外の場合。 

○ なお、本補助事業は、PCR検査が保険適用になることに伴い、新たに受診者

に発生する自己負担分を軽減することが趣旨であることから、他の公費負

担医療制度等により PCR 検査の実施による自己負担が増加しない受診者に

対する検査の実施については、本補助事業の対象としない。 

 

 

以上 

  



 

 

 

（別添） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15条に基づく調

査に関する事務契約書（案） 

 

 「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」にかかる診療報酬の算定要

件に該当する場合において、受診者の自己負担の軽減のための措置に関する事

務について、○○都道府県知事（○○市長、○○区長）（以下「甲」という）

と○○病院（以下「乙」という）との間に次の通り契約を締結する。 

 

第一条 甲は、乙が PCR検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」

にかかる診療報酬の算定要件に該当する場合に限る）を行った場合に、受

診者の PCR検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」）及び

検体検査判断料のうち微生物的検査判断料（初再診料などは含まない。）に

かかる自己負担に相当する金額の補助を行うものとする。 

第二条 乙は甲に対し、乙が前条の規定に基づき行った検査にかかる受診者の

自己負担に相当する金額として、別表に定める区分ごとの検査回数に検査

一回当たり単価を乗じて得た金額の合計額を毎月まとめて請求する。請求

の際には、費用の内訳がわかる資料等を添付することとする。 

第三条 甲は、乙より前条の請求を受けたときは請求のあった翌々月までに支

払うものとする。 

第四条 甲は、乙からの請求内容について疑義がある場合には、乙に対して必

要な書類の提出等を求めることができる。 

第五条 乙は、本補助事業の対象に係る受診者に対して、別表に定める区分に

応じた検査一回当たり単価を受診者に支給するものとする。その際、受診

者の自己負担額と相殺することも差し支えないものとする。 

第六条 本契約は、３月６日以降に実施した診療分から適用する。 

 

 この契約の確実を証するため本書 2通を作成し双方署名捺印の上各々1通を

所持するものとする。 

 

令和２年  月  日 

 

都道府県知事、市長、区長  氏名  （印） 

医療機関の長   氏名   （印） 



 

 

 

 

 

（別表） 

区分 対象者 検査一回当たり単価 

Ａ ・６歳から（義務教育就学前）70歳までの者 

・70歳以上の者のうち、現役並みの所得（標

準報酬月額 28 万円以上又は課税所得 145

万円以上）を有する者 

（医療保険 3割負担相当の人） 

（１）5,850円 

（２）4,500円 

Ｂ ・６歳未満（義務教育就学前）の者 

・70歳から 75歳までの者 

（医療保険 2割負担相当の人） 

（１）3,900円 

（２）3,000円 

Ｃ ・75歳以上の者 

（医療保険 1割負担相当の人） 

（１）1,950円 

（２）1,500円 

※（１）は検体採取を行った指定感染症医療機関等以外の施設へ輸送し検査を委

託して実施した場合、（２）はそれ以外の場合。 

※他の公費負担医療制度等により PCR 検査の実施による自己負担が増加しない

受診者については、本補助事業の対象としないため、当該受診者に関する費用

については請求することができない。 

 

 

  



 

 

 

 

 

PCR検査に係る検査料の補助について（ 月分） 

 

自治体名：           

 

以下のとおり請求します。 

 

金額              円 

 

 

区分 検査一回当たり単

価① 

検査回数数② ① ×② 

Ａ    

Ｂ    

Ｃ    

合計 ―       回       円 

 

（内訳） 

検査日 氏 名 区分 加入保険 備 考 

年 月 日  Ａ  （例） 

     

     

     

     

 

 

（請求者） 

医療機関名：            

代表者氏名：            

所 在 地：            

担当者氏名：            

連 絡 先：            

 

請求様式例 



事  務 連  絡 

令和２年３月４日 

 

都道府県民生・衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局           

総   務   課 

がん・疾病対策課 

結 核 感 染 症 課 

難 病 対 策 課 

厚生労働省子ども家庭局        

母 子 保 健 課 

厚生労働省社会・援護局        

保   護   課 

援 護 企 画 課 

援 護 ・ 業 務 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

精神・障害保健課 

 

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて 

 

 平素より厚生労働行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等

が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けること

ができない方がいらっしゃる場合が考えられます。 

つきましては、そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全

を期す観点から、各制度について、別紙１のとおり、緊急の場合は指定医療機関

以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。また、当該患者に係る公費

負担医療の請求等については、別紙２のとおり取扱われるようお願いします。 

 なお、（公社）日本医師会等に対しても、この取扱いにつき、協力依頼を行う

予定であることを申し添えます。 

  



別紙１ 

 

（１）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第 117 号） 

緊急の場合は、医療機関において被爆者健康手帳（認定疾病の場合においては

認定書及び被爆者健康手帳）を提出した上で、指定医療機関及び一般疾病医療機

関以外の医療機関でも受診できるものとする。 

なお、毒ガス障害者救済対策事業についても同様とする。 

 

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法

律第 114 号） 

緊急の場合は、受診する医療機関と感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第37条の２の結核患者に対する医療に係る患者票に記載する

結核指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に結核指定医療機関

の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、結核指定医療機関での受診

が困難な場合においては、医療機関において患者票を提出した上で、結核指定医

療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（３）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号） 

緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称

が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支え

ないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機

関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診で

きるものとする。 

 

（４）特定疾患治療研究事業 

緊急の場合は、医療機関において特定疾患治療研究事業の受給者証を提出し

た上で、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるも

のとする。 

 

（５）肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

緊急の場合は、医療機関において肝炎治療特別促進事業の受給者証又は肝が

ん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加証を提出した上で、同事業の指定医療機

関等以外の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（６）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

① 緊急の場合は、医療機関において療育券を提出した上で、指定医療機関以



外の医療機関でも受診できるものとする。 

② 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定小児慢性特 

定疾病医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定小児慢性特定

疾病医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定小児

慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において

受給者証を提出した上で、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関で

も受診できるものとする。 

 

（７）母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号） 

緊急の場合は、医療機関において養育医療券を提出した上で、指定医療機関以

外の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（８）生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号） 

緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（９）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号） 

緊急の場合は、医療機関において本人確認証を提出した上で、指定医療機関

以外の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（10）戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号） 

緊急の場合は、医療機関において療養券を提出した上で、指定医療機関以外

の医療機関でも受診できるものとする。 

 

（11）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号） 

緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記

載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認

定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関で

の受診が困難な場合においては、医療機関において公費負担医療の受給者証を

提示した上で、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとす

る。 

  



別紙２ 

 

（１）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第 117 号） 

医療機関等は、原爆医療の対象の申し出があった場合は、診療報酬明細書（以

下「明細書」という。）の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の

法別番号（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療「１

８」、一般疾病医療費「１９」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を

付し、審査支払機関に請求すること。なお、同一の者について「１８」と「１９」

を請求する場合には、それぞれ別々の明細書で請求すること。 

 

（２）毒ガス障害者救済対策事業 

医療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の請求については、広

島県健康福祉局被爆者支援課（電話番号０８２－５１３－３１０９）、福岡県福

祉労働部保護・援護課（電話番号０９２－６４３－３３０１）又は神奈川県福祉

子どもみらい局福祉部生活援護課（電話番号０４５－２１０－４９０７）に必ず

照会した上で、毒ガス障害者医療費請求書を用いて関係県に請求すること。 

 

（３）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法

律第 114 号） 

 医療機関等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

37 条の２の結核患者に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入

に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の法別番号（感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の適正医療「10」）、公費負

担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、審査支払機関に請求すること。 

 

（４）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号） 

医療機関等は、難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定

する特定医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負

担番号に含まれる２桁の法別番号（難病の患者に対する医療等に関する法律に

よる特定医療「５４」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、

審査支払機関に請求すること。 

 

（５）特定疾患治療研究事業等 

医療機関等は、特定疾患の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっ

ては、公費負担者番号に含まれる２桁の法別番号（特定疾患治療費及び先天性血

液凝固因子障害等治療費「５１」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）



を付し、審査支払機関に請求すること。 

 

（６）肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

医療機関等は、肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事

業に係る医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負

担者番号に含まれる２桁の法別番号（肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療費の支給「３８」）、公費負

担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、審査支払機関に請求すること。 

 

（７）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

 ① 医療機関等は、児童福祉法第２０条の児童に対する医療の対象の申し出

があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁

の法別番号（児童福祉法による療育の給付「１７」）、公費負担者番号（８桁）、

受給者番号（７桁）を付し、審査支払機関に請求すること。 

② 医療機関等は、児童福祉法第１９条の２の小児慢性特定疾病医療支援の 

対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に

含まれる２桁の法別番号（児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「５

２」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、審査支払機関

に請求すること。 

 

（８）母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号） 

医療機関等は、母子保健法第２０条の未熟児に対する医療の対象の申し出が

あった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の法

別番号（母子保健法による養育医療「２３」）、公費負担者番号（８桁）、受給

者番号（７桁）を付し、審査支払機関に請求すること。 

 

（９）生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号） 

医療機関等は、生活保護法による医療扶助で受診した者の請求については、

原則として、福祉事務所に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当

たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の法別番号（生活保護法による医療

扶助「１２」）を付すとともに、摘要欄の余白に住所を記載し、審査支払機関

に請求すること。 

なお、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（８桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。 



 

（10）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号） 

医療機関等は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残 

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付で受診

した者の請求については、原則として、支援給付の実施機関に必要な事項を確認

することとし、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の法

別番号（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第２項に規定する医療支

援給付「２５」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、審査支

払機関に請求すること。 

 

（11）戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号） 

医療機関等は、戦傷病者特別援護法第４条第１項第２号の認定を受けた戦傷

病者の当該認定に係る公務上の傷病に対する医療を取り扱った場合、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる２桁の法別番号（戦傷病者特別援

護法による療養の給付「１３」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）

を付し、審査支払機関に請求すること。 

 

（12）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号） 

 医療機関等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５条第２４項に規定する自立支援医療（更生医療、育成医療及び精神通院医

療）の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号

に含まれる２桁の法別番号（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による更生医療「１５」、育成医療「１６」及び精神通院医療「２

１」）、公費負担者番号（８桁）、受給者番号（７桁）を付し、審査支払機関に請

求すること。 

 

※ なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより

請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトによ

り請求することも差し支えない。 



厚生労働省より協力を依頼する団体 

 

 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 

社会保険診療報酬支払基金 

公益社団法人 国民健康保険中央会 


